
 

   〇グリーンプランおおた推進会議設置要綱 

 

23まま発第 10175号 平成 23年５月 24日 区長決定 

    改正 26まま発第 10833号 平成 26年８月 29日 まちづくり推進部長決定 

   27まま発第 12133号 平成 28年３月９日 まちづくり推進部長決定 

２ま計発第 10822号 令和２年８月 27日 区長決定 

３ま計発第 11211号 令和４年３月 23日 区長決定 

改正 令和５年７月 11日５ま計発第 10443号まちづくり推進部長決定 

（設置） 

第１条 大田区緑の基本計画グリーンプランおおた(以下「計画」という。)の推進を図るため、グリー

ンプランおおた推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 

（所掌事項) 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項について検討する。 

(１) 計画の推進に当たり、必要な事項に関すること。 

(２) 計画の推進状況に関すること。 

(３) 計画の改定及び見直しに関すること。 

(４) その他みどりのまちづくり施策に関すること。 

 （構成） 

第３条 推進会議は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。 

(１) 学識経験者 ３人以内 

(２) 区民 ３人以内 

(３) 区自治会連合会 １人 

(４) 区商店街連合会 １人 

(５)  緑環境系の区民団体 １人 

(６) 造園、土木、園芸及び建築系の業界団体 ３人以内 

(７) まちづくり推進部長 

(８) 都市基盤整備部長 

(９) 環境清掃部長 

２ 前項第１号に規定する学識経験者とは、緑地計画・まちづくり計画を研究している大学機関研究者

その他これに準ずる者とする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は委嘱又は任命された日から当該日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただ   

 し、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は推進会議を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

 



 

 （会議） 

第６条 推進会議は、委員長が招集する。 

２ 推進会議は、過半数の委員の出席がなければ開催することができない。ただし、やむを得ない理由

により、委員長が必要と認めるときは、書面その他の方法によることができる。 

３ 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

４ 前項の規定は、第２項ただし書による会議について準用する。この場合において、前項中「出席委

員」とあるのは、「書面その他の方法により審議を行った委員」と読み替えるものとする。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に推進会議への出席又は資料の提出を求める

ことができる。 

（分科会） 

第７条 推進会議は、次に掲げる事項について検討する必要があるときは、分科会を設けることができ

る。 

 (１) 計画の進捗状況報告に関すること 

 (２) その他区長が必要と認める事項 

２ 分科会は委員で構成する。 

３ 分科会において、第１項第１号又は第２号の検討が終ったときは、推進会議に報告しなければなら

ない。 

（謝礼） 

第８条 推進会議又は分科会に出席した区職員以外の委員には、予算の範囲内において謝礼を支払うも

のとする。 

２ 委員の謝礼は、大田区付属機関の構成員の報酬の額に関する規則（昭和 34年規則第 17号）第２条

第 21 号を準用し、委員長については都市計画審議会委員（会長）の報酬日額、学識経験者について

は都市計画審議会委員（学識経験委員）の報酬日額、区民及び団体の構成員については都市計画審議

会委員（区民又は区議会議員の委員）の報酬日額と同額とする。 

（庁内推進会議） 

第９条 計画の推進に向けて、関係部局と連携・協力しながら円滑な運営を図るため、庁内推進会議を

設置する。 

（庶務） 

第 10条 推進会議の庶務は、まちづくり推進部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項はまちづくり推進部長が別

に定める。 

付 則 

この要綱は、平成 23年５月 24日から施行する。 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行し、８月 20日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和２年 10月１日から施行する。 



 

付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、決定の日から施行する。 


